
 

 

 

 

 

 

 

年金記録訂正請求に係る答申について 
東北地方年金記録訂正審議会 

平成３０年２月２日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１） 年金記録の訂正の必要があるとするもの １件 

         厚生年金保険関係 １件 

    （２） 年金記録の訂正を不要としたもの ３件 

         厚生年金保険関係 ３件 

     

 



 

厚生局受付番号 ： 東北（受）第 1700318号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 1700055号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 48 年４月

30 日から同年８月２日に訂正し、同年４月から同年７月までの標準報酬月額を８

万 6,000円とすることが必要である。 

昭和 48年４月 30日から同年８月２日までの期間については、厚生年金保険法第

75 条ただし書の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期間として記

録することが必要である。 

その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めることは

できない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 48年４月 30日から昭和 50年 10月１日まで 

私が勤務していたＡ社の社長が昭和 50 年秋にいなくなり、連絡が取れなくな

った。同社には私のほかに従業員が誰もいなかったため、自分の厚生年金保険被

保険者資格の喪失手続を行うためにＢ社会保険事務所（当時）へ行ったところ、

窓口の職員から会社が滞納している社会保険料のうち私の分だけでも支払うよ

うに言われた。社会保険料は給与から控除されていたため支払うことはできない

旨伝えると、渋々手続をしてくれたが、厚生年金保険の被保険者期間を減らすと

言われ、その際に厚生年金保険被保険者資格喪失届の日付を書き替えられたと思

ったことを記憶している。 

国の記録では、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日が昭和

48 年４月 30 日となっているが、昭和 50 年の秋まで同社に勤務していたので、

昭和 50年 10月１日を資格喪失年月日として記録を訂正し、年金額に反映してほ

しい。 

 

 



 

第３ 判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、請求者について昭和 48年 10月の定

時決定の記録から、事業主により請求者に係る厚生年金保険標準報酬月額算定基礎

届が社会保険事務所に提出されたものと推認できるところ、当時、定時決定は被保

険者が毎年８月１日時点で使用される事業所において、事業主により届出が行われ

ていたことを踏まえると、請求者は、少なくとも昭和 48 年８月１日の時点では同

社の厚生年金保険被保険者であり、同社に勤務していたと推認できる。 

また、上記名簿によると、Ａ社における請求者の厚生年金保険被保険者資格の喪

失に係る届出の受付年月日は、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった昭

和 48年４月 30日より後の同年 12月 17日とされており、資格喪失年月日は、同年

10月の定時決定の記録があるにもかかわらず、同年４月 30日に遡って処理が行わ

れている上、元事業主を含む３人についても、請求者と同様の処理が行われている。 

さらに、Ｃ法務局は、Ａ社に係る閉鎖登記簿は既に廃棄しており交付できないが、

同社は昭和 54 年にＤ社に商号変更し、同年にＥ県Ｆ市に移転している旨回答して

いることから、請求期間においてＡ社は、登記上は法人の事業所として存続してい

たものと考えられる。また、当時の厚生年金保険法において、法人の事業所であっ

て常時５人以上の従業員を使用する場合に厚生年金保険の適用事業所となるとこ

ろ、上記名簿によると、昭和 48年 10月の定時決定の記録が確認できるのは請求者

のほかに前述の３人のみであるが、請求期間当時、同社に常時使用される従業員が

５人未満に減少していたとしても、同法の規定により同社の従業員が５人未満にな

った日において任意適用事業所の認可があったものとみなされることから、請求期

間においても同社は引き続き適用事業所となる要件を満たしていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、請求者について、昭和 48年４月 30日にＡ社にお

ける厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を社会保険事務所が行う合

理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められない。 

一方、請求者は、上記名簿における請求者の昭和 48年 10月の定時決定の記録か

ら、少なくとも昭和 48 年８月１日まではＡ社の厚生年金保険被保険者であったと

推認できるものの、同年８月２日から昭和 50 年 10 月１日までの期間については、

オンライン記録によると、同社の元事業主は既に亡くなっている上、前述のＤ社に

係る閉鎖登記簿謄本によると、同社は既に解散しており、元事業主の所在も確認で

きないことから、請求者の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できない。 

また、前述のとおり、請求者と同様の厚生年金保険被保険者資格の喪失に係る処

理が行われている元事業主を除く二人は、オンライン記録によると、一人は既に亡

くなっており、もう一人は所在が確認できない上、請求者は、同社には自分のほか

に従業員は誰もいなかったため請求内容について証言を得られる者はいない旨陳



 

述していることから、請求者の昭和 48 年８月２日から昭和 50 年 10 月１日までの

期間における勤務実態について確認できない。 

さらに、Ｇ年金事務所（請求期間当時は、Ｂ社会保険事務所）は、Ａ社に係る滞

納処分票等の関係資料は保管されておらず、請求期間当時の取扱いについて参考と

なる資料や職員の証言等は確認できない旨回答しており、請求者の請求内容を裏付

ける回答は得られなかった。 

このほか、請求者の昭和 48 年８月２日から昭和 50 年 10 月１日までの期間にお

ける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者

が厚生年金保険被保険者として、請求期間のうち昭和 48年８月２日から昭和 50年

10 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできず、請求者のＡ社における資格喪失年月日は、上記名簿

における請求者の昭和 48年 10月の定時決定の記録から厚生年金保険被保険者であ

ったと推認できる同年８月１日の翌日である同月２日とし、同年４月から同年７月

までの標準報酬月額については、上記名簿における請求者の昭和 47年 12月の標準

報酬月額から、８万 6,000円とすることが妥当である。 

 



 

 

 

厚生局受付番号 ： 東北（受）第 1700298号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 1700056号 

 

第１ 結論 

請求期間①について、請求者のＡ社における船員保険被保険者資格の取得年月日

の訂正を認めることはできない。 

請求期間②について、請求者のＢ社（現在は、Ｃ社）における船員保険被保険者

資格の取得年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間③について、請求者のＤ社（現在は、Ｅ社）における船員保険被保険者

資格の喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間④について、請求者のＦ社における船員保険被保険者資格の取得年月日

の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑤について、請求者のＧ社における船員保険被保険者資格の取得年月日

の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑥について、請求者のＧ社における船員保険被保険者資格の取得年月日

の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑦について、請求者のＥ社における船員保険被保険者資格の取得年月日

の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑧について、請求者のＥ社における船員保険被保険者資格の喪失年月日

の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑨について、請求者のＨ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年

月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 昭和 36年５月 29日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 38年６月 22日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和 50年８月 31日から同年９月１日まで 

             ④ 昭和 52年４月 29日から同年６月１日まで 

             ⑤ 昭和 54年 12月 18日から昭和 55年２月 21日まで 



 

 

 

             ⑥ 昭和 55年４月４日から同年７月１日まで 

             ⑦ 昭和 56年６月２日から同年７月１日まで 

             ⑧ 昭和 57年２月 24日から同年６月８日まで 

             ⑨ 昭和 63年９月 28日から同年 10月１日まで 

請求期間①について、国の記録ではＩ市に所在したＡ社において昭和 36 年６

月１日に船員保険被保険者資格を取得しているが、私が所持している船員手帳に

よると、船舶所有者はＪ市に所在したＡ社と記載されているので船舶所有者名を

訂正し、雇入年月日は同年５月 29 日と記載されているので、資格取得年月日を

同日に訂正し、年金額に反映してほしい。 

請求期間②について、国の記録ではＣ社において昭和 38 年９月１日に船員保

険被保険者資格を取得しているが、私が所持している船員手帳によると、船舶所

有者はＢ社と記載されているので船舶所有者名を訂正し、乗船前の同年６月 22

日に健康診断を受診しているので、資格取得年月日を昭和 38 年９月１日から健

康診断受診日である同年６月 22日に訂正し、年金額に反映してほしい。 

請求期間③について、国の記録では昭和 47年 11月９日から昭和 50年８月 31

日までの期間がＫ社における船員保険被保険者期間とされているが、当該期間及

び請求期間③はＤ社から保険証をもらっていたので、請求期間③をＤ社における

船員保険被保険者期間とし、船員保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 50 年８

月 31 日から同年９月１日に訂正し、同年８月分についても年金額に反映してほ

しい。 

請求期間④について、Ｆ社における船員保険被保険者資格の取得年月日を昭和

52年６月１日から船員手帳での雇入年月日である同年４月 29日に訂正し、年金

額に反映してほしい。 

請求期間⑤及び⑥について、昭和 54年２月 17日から昭和 58年３月 28日まで

継続してＧ社の保険証を所持しており、当該期間において有給休暇を取得し下船

した期間はあるものの、失業保険も一切受け取っていないので、同社における船

員保険被保険者資格の取得年月日を、請求期間⑤については昭和 55年２月 21日

から昭和 54年 12月 18日に、請求期間⑥については昭和 55年７月１日から同年

４月４日に訂正し、年金額に反映してほしい。 

請求期間⑦及び⑧について、国の記録では昭和 56年７月１日から昭和 57年２

月 24 日までの期間がＫ社における船員保険被保険者期間とされているが、私が

所持している船員手帳によると、船舶所有者はＥ社と記載されている。 

また、請求期間⑦及び⑧において、有給休暇を取得し下船した期間はあるもの

の、失業保険も一切受け取っていないので、船舶所有者名をＥ社とし、同社にお

ける船員保険被保険者資格の取得年月日を昭和 56 年７月１日から同年６月２日

に、船員保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 57年２月 24日から同年６月８日



 

 

 

に訂正し、年金額に反映してほしい。 

請求期間⑨について、国の記録ではＨ社において昭和 63年 10月１日に厚生年

金保険被保険者資格を取得しているが、被保険者資格の取得年月日を昭和 63 年

10月１日から健康診断受診日である同年９月 28日に訂正し、厚生年金保険被保

険者とされている期間を船員保険被保険者期間として年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者から提出された船員手帳によると、船舶所有者がＡ

社（所在地：Ｊ市）、雇入年月日は昭和 36 年５月 29 日と記載されているところ、

Ａ社（所在地：Ｉ市）の船員保険被保険者名簿、オンライン記録、同社から提出さ

れた「Ａ社の社史」及び同社の代表取締役の陳述から、同社の前身がＡ社（所在地：

Ｊ市）のＩ支店として船員保険の適用船舶所有者とされていた時期があったことが

推認できる。 

しかしながら、Ａ社（所在地：Ｊ市）の船員保険被保険者名簿によると、同社は

昭和 25年 11月１日に船員保険の適用船舶所有者ではなくなっている上、Ｌ法務局

に同社の閉鎖登記簿謄本交付請求を行ったが、「（旧見出しなし）現在この会社・法

人は見当たりません。」との回答があり役員等も不明であることから、請求者の同

社における勤務実態及び船員保険料（以下「保険料」という。）の控除について確

認することができない。 

また、請求者に係る船員保険被保険者台帳に記載されたＡ社の都道府県記号から、

船舶所有者はＡ社（所在地：Ｉ市）であり、当該台帳及び同社の船員保険被保険者

名簿によると、請求者の同社における船員保険被保険者資格の取得年月日は昭和

36年６月１日と記載されており、オンライン記録と一致している。 

さらに、Ａ社（所在地：Ｉ市）の現在の代表取締役は、請求期間①当時の事業主

である自身の父親は既に亡くなっている上、災害により請求期間①当時の書類が一

切無い旨回答していることから、請求者の請求期間①における勤務実態及び保険料

の控除について確認することができない。 

加えて、船員手帳に記載されている請求期間①に係る船舶の船長は所在を確認す

ることができないことから、請求者の請求期間①における勤務実態について確認す

ることができない。 

なお、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法において海上労働の特殊性を考慮し、

労働者保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り組む前に行政庁があらかじめそ

の労働条件の適法性等を確認する目的で設けている労働契約の公認制度であり、請

求期間①における船員手帳の雇入れ、雇止めの記載と船員保険被保険者資格の取得

及び喪失の手続は一体のものではないことから、船員手帳の乗船記録と船員保険被

保険者の記録が必ずしも一致するものではない。そのため、請求者が所持する船員



 

 

 

手帳に記載がある雇入年月日、雇止年月日をもって、直ちに船員保険被保険者資格

の取得年月日及び喪失年月日の根拠とすることはできない。  

請求期間②について、上記船員保険被保険者台帳及びＢ社の船員保険被保険者名

簿によると、請求者の同社における船員保険被保険者資格の取得年月日は昭和 38

年９月１日と記載されており、オンライン記録と一致している。 

また、Ｃ社から提出された船員保険被保険者資格取得届確認通知書によると、請

求者のＢ社における船員保険被保険者資格の取得年月日は昭和 38 年９月１日とし

て届出されていることが確認できる上、Ｃ社は、請求者の請求内容どおりの届出を

行っておらず、請求者の請求期間②における勤務実態及び保険料の控除については

不明である旨回答している。 

さらに、船員手帳に記載されている請求期間②のうち一部期間に係る船舶の船長

は、オンライン記録により確認することができないことから、請求者の請求期間②

における勤務実態について確認することができない。 

加えて、請求者から提出された船員手帳によると、失業保険支給関係欄には、被

保険者であった期間として昭和 38年９月１日から昭和 41年６月９日までの記載が

ありオンライン記録と一致している上、失業保険支給記録欄には、昭和 38 年５月

15 日から同年６月 22 日まで失業保険を受給している記録が確認できることから、

請求期間②のうち同年６月 22日は船員保険被保険者となることはできない。 

なお、船員保険法（昭和 60年法改正前）第 18条によると、強制被保険者の資格

取得日は、「船員トシテ船舶所有者ニ使用セラルルニ至リタル日ヨリ」である旨規

定されているところ、健康診断は、船員法第 83条及び船員法施行規則第 55条の規

定により実施されるものであることから、単に健康診断受診日が昭和 38年６月 22

日であるということのみをもって、同日を船員保険被保険者資格の取得年月日とす

ることはできない。 

請求期間③について、船舶所有者名簿によると、Ｄ社は昭和 49 年４月１日に船

員保険の適用船舶所有者ではなくなっていることから、請求者は請求期間③に同社

の船員保険被保険者となることはできない。 

また、Ｄ社の閉鎖登記簿謄本によると、同社は昭和 50年１月 31日にＫ社に合併

のため解散しているところ、請求者の請求期間③の直前の船員保険被保険者期間は、

同社の船員保険被保険者名簿に記録され、請求者の当該期間に係る船員保険被保険

者資格の喪失年月日は昭和 50年８月 31日と記載されており、オンライン記録と一

致している。 

さらに、オンライン記録によると、上記閉鎖登記簿謄本で確認できるＤ社の代表

取締役は既に死亡していることから、請求者の請求期間③における勤務実態及び保

険料の控除について確認することができない。 

加えて、請求者から提出された船員手帳によると、失業保険金支給関係欄には、



 

 

 

被保険者であった期間として昭和 47年 11月９日から昭和 50年８月 31日までの記

載があり、オンライン記録と一致している。 

また、船員手帳に記載されている請求期間③直前の雇入期間に係る船舶の船長は

所在を確認することができないことから、請求者の請求期間③における勤務実態に

ついて確認することができない。 

なお、請求者は、船員保険被保険者資格の喪失年月日が昭和 50年８月 31日の場

合、同年８月も船員保険被保険者期間である旨主張しているが、制度上、被保険者

の資格を喪失した月は被保険者期間に算入することはできない。 

請求期間④について、Ｆ社の閉鎖登記簿謄本によると、同社は平成元年 12 月４

日に解散しており、請求期間④当時の代表取締役からも照会に対する回答を得るこ

とができなかったことから、請求者の請求期間④における勤務実態及び保険料の控

除について確認することができない。 

また、Ｆ社の船員保険被保険者名簿によると、請求者の同社における船員保険被

保険者資格の取得年月日は昭和 52 年６月１日と記載されており、オンライン記録

と一致している。 

さらに、請求者から提出された船員手帳によると、失業保険支給関係欄には、被

保険者であった期間として昭和 52 年６月１日から同年８月４日までの記載があり、

オンライン記録と一致している。 

加えて、オンライン記録によると、船員手帳に記載されている請求期間④に係る

船舶の船長は既に死亡していることから、請求者の請求期間④における勤務実態に

ついて確認することができない。 

なお、船員手帳の雇入契約の記載と船員保険被保険者期間については、請求期間

①で述べたとおり必ずしも一致するものではない。 

請求期間⑤及び⑥について、Ｇ社の閉鎖登記簿謄本によると、同社は平成８年６

月１日に解散しており、オンライン記録によると、請求期間⑤及び⑥当時の代表取

締役も既に死亡していることから、請求者の請求期間⑤及び⑥における勤務実態及

び保険料の控除について確認することができない。 

また、上記閉鎖登記簿謄本で確認できるＧ社の請求期間⑤及び⑥当時の取締役の

うち所在が確認できた一人は、請求期間⑤及び⑥当時の資料は無いため、請求者に

ついて請求どおりの届出、保険料の控除及び納付について不明である旨回答してい

ることから、請求者の請求期間⑤及び⑥における勤務実態について確認することが

できない。 

さらに、Ｇ社の船員保険被保険者名簿によると、請求者の同社における船員保険

被保険者資格の取得年月日は昭和 55年２月 21日及び同年７月１日と記載されてお

り、オンライン記録と一致している。 

加えて、請求者から提出された船員手帳によると、失業保険支給関係欄には、被



 

 

 

保険者であった期間として昭和 54年２月 17日から同年 12月 18日までの期間及び

昭和 55年７月１日から昭和 56年６月２日までの期間の記載がありオンライン記録

と一致している上、失業保険支給記録欄には、請求期間⑤のうち昭和 55年１月 15

日から同年２月 12 日までの期間及び請求期間⑥のうち同年４月７日から同年６月

６日までの期間について失業保険を受給している記録が確認できることから、請求

期間⑤及び⑥のうち当該期間は船員保険被保険者となることはできない。 

また、船員手帳に記載されている請求期間⑤直後の雇入期間に係る船舶の船長か

らは照会に対する回答を得ることができず、請求期間⑥直後の雇入期間に係る船長

は、オンライン記録により確認することができないことから、請求者の請求期間⑤

及び⑥における勤務実態について確認することができない。 

さらに、請求期間⑤について、Ｇ社において請求者と同じ昭和 55 年２月に船員

保険被保険者資格を取得した７人のうち、所在が確認できた６人に対して照会した

ところ、回答のあった５人のうち３人は請求者と同じ同社が所有する船舶に乗り組

んだとしており、そのうち１人は、請求者は「Ｍ職」であったと記憶しているが、

勤務の詳細は不明である旨回答している。また、同じ船舶に乗り組んだと回答のあ

った３人のうち２人は請求者を覚えていないとしており、そのうち１人は、「当時

は、期間雇用が常識であり、乗船日から下船日までが雇用期間で給料や保険も乗船

日から下船日までとなっていたと思う。」と回答している。 

なお、前述の回答があった５人のうち、自身のＧ社における船員手帳の雇入年月

日について回答があった４人全員が、同社における船員手帳の雇入年月日と同社に

おける船員保険被保険者資格の取得年月日は一致すると回答している。 

請求期間⑦及び⑧について、Ｅ社は、請求期間⑦及び⑧当時の資料がないため、

請求者の勤務については不明である旨回答していることから、請求者の請求期間⑦

及び⑧における勤務実態及び保険料の控除について確認することができない。 

また、オンライン記録によると、請求者は昭和 56年７月１日から昭和 57年２月

24 日までの期間について、Ｋ社における船員保険被保険者期間とされているとこ

ろ、同社の閉鎖事項全部証明書によると、同社は平成 25年 12月１日にＥ社に合併

のため解散している上、Ｋ社の元代表取締役の一人でＥ社においても代表取締役の

一人である者は、請求期間⑦及び⑧当時の資料は無いため、請求者について、請求

どおりの届出、保険料の控除及び納付について不明である旨回答していることから、

請求者の請求期間⑦及び⑧における勤務実態及び保険料の控除について確認する

ことができない。 

さらに、船舶所有者名簿によると、Ｅ社は昭和 54 年 12 月 30 日に船員保険の適

用船舶所有者（現在は、厚生年金保険の適用事業所）ではなくなっていることから、

請求者は請求期間⑦及び⑧に同社の船員保険被保険者となることはできない上、前

述の回答のあった同社の代表取締役は、請求者が所持する船員手帳では請求者がＥ



 

 

 

社に雇入れされているにも関わらず、オンライン記録では適用船舶所有者がＫ社と

されていることについて、「よくわからないが、Ｋ社で雇用されてＥ社へ派遣融通

していたのではないかと思う。」と回答している。 

加えて、Ｋ社の船員保険被保険者名簿によると、請求者の同社における船員保険

被保険者資格の取得年月日は昭和 56 年７月１日、喪失年月日は昭和 57 年２月 24

日と記載されており、オンライン記録と一致している。 

また、請求者から提出された船員手帳によると、失業保険支給関係欄には、被保

険者であった期間として昭和 56 年７月１日から昭和 57 年２月 24 日までの記載が

ありオンライン記録と一致している上、失業保険支給記録欄には、請求期間⑦のう

ち昭和 56年６月 20日から同年６月 26日までの期間及び請求期間⑧のうち昭和 57

年３月 19 日から同年６月４日までの期間について失業保険を受給している記録が

確認できることから、請求期間⑦及び⑧のうち当該期間は船員保険被保険者となる

ことはできない。 

さらに、船員手帳に記載されている、昭和 56年６月 30日から昭和 57年２月 23

日までの雇入期間に係る船舶の船長は所在を確認することができないことから、請

求期間⑦及び⑧における勤務実態について確認することができない。 

加えて、Ｋ社に係る船員保険被保険者名簿において、請求者と同じページ（船員

保険被保険者資格の取得年月日が昭和 56年６月及び同年７月）に記載がある 11人

のうち、所在が確認できた５人に対して照会したところ、回答があった３人のうち

請求者と同じ船舶に乗り組んだと回答のあった１人は、請求者を覚えていないとし

ているものの、「船会社は、入社契約日からは保険に入らず、乗船日から下船日ま

で保険に入った。」と回答している。 

なお、上記回答があった３人全員が、自身の同社における船員手帳の雇入年月日

と同社における船員保険被保険者資格の取得年月日は一致するとしている上、当該

回答のあった３人のうち請求者と同じ船舶に乗り組んだとする１人は、船員手帳の

雇止年月日と船員保険被保険者資格の喪失年月日は一致しているとしており、残る

２人は雇止年月日の翌日が船員保険被保険者資格の喪失年月日であるとしている。 

請求期間⑨について、Ｈ社の閉鎖登記簿謄本によると、同社は平成 14年 12月３

日に解散しており、オンライン記録によると、請求期間⑨当時の代表取締役は既に

死亡していることから、請求者の請求期間⑨における勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

また、上記閉鎖登記簿謄本で確認できるＨ社の請求期間⑨当時の取締役のうち所

在が確認できる一人は、請求期間⑨当時の資料は無いため、請求者について、請求

どおりの届出、厚生年金保険料の控除及び納付について不明である旨回答している

ことから、請求者の請求期間⑨における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 



 

 

 

加えて、船員手帳に記載されている昭和 63 年９月 29 日から平成元年１月 30 日

までの雇入期間に係る船舶の船長からは、照会に対して回答を得ることができなか

ったことから、請求者の請求期間⑨における勤務実態について確認することができ

ない。 

なお、厚生年金保険法第 13条によると、被保険者の資格取得日は、「適用事業所

に使用されるに至つた日」である旨規定されていることから請求期間②でも述べた

とおり単に健康診断受診日が昭和 63 年９月 28 日であるということのみをもって、

同日を厚生年金保険被保険者の資格取得年月日とすることはできない上、船員保険

の職務外の年金部門については、昭和 61 年４月１日に厚生年金保険に統合されて

いることから、制度上、船員保険被保険者期間として算入することはできない。 

このほか、請求者の請求期間①から⑧までにおける保険料及び請求期間⑨におけ

る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者

が船員保険被保険者として請求期間①から⑧までに係る保険料及び厚生年金保険

被保険者として請求期間⑨に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

   



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 1700311号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 1700057号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険

者資格の喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 62年５月 31日から同年６月１日まで 

私は、昭和 60 年２月にＡ社に入社し、その後通勤が難しくなったためＣ社に

勤務することになった。その際、所属長から昭和 62 年５月末日付けでＡ社を退

社し、翌日の同年６月１日にＣ社に入社となる旨説明を受けた。 

しかし、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日が昭和 62 年５

月 31 日とされており、請求期間の被保険者記録が無いので、同年６月１日を厚

生年金保険被保険者資格の喪失年月日として記録を訂正し、年金額に反映してほ

しい。 

 

第３ 判断の理由 

Ｂ社から提出されたＡ社の請求者に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪

失確認通知書」によれば、備考欄には「62 年５月 30 日 退職」、「健康保険被保険

者証の添付 有」、「証返納」、喪失年月日欄には「昭和 62年５月 31日」と記載され

ている上、請求者に係る雇用保険の加入記録によれば、同社における離職年月日は

同年５月 30日であり、いずれもオンライン記録と符合していることが確認できる。 

また、Ｂ社は、請求期間当時の資料がないため、請求者のＡ社における勤務の状

況は不明である旨回答していることから、請求者の請求期間における勤務実態及び

厚生年金保険料（以下「保険料」という。）の控除について確認することができな

い。 

さらに、請求者のＡ社に係る厚生年金保険被保険者期間に、同社において代表取

締役であった二人に対して照会したところ、回答のあった一人は請求者の勤務につ



いて分からない旨回答しており、一人からは回答を得ることができなかったことか

ら、請求者の請求期間における勤務実態及び保険料の控除について確認することが

できない。 

加えて、請求者がＡ社における上司であったとして名前を挙げた者に対して照会

したところ、請求者が同社のＤ部門に正社員として勤務していた旨回答しているも

のの、請求者の同社における退職日の取扱いについては分からない旨回答している。 

また、前述の回答があった上司が昭和 62 年頃のＡ社の社会保険事務担当者とし

て名前を挙げた二人に対して照会を行ったところ、一人は請求者を覚えていないと

しており、一人は請求者が同社のＤ部門に勤務していたことは記憶しているものの、

請求者の勤務形態及び保険料の控除について不明である旨回答している。 

このほか、請求者の請求期間における保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者

が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 1700317号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 1700058号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社及びＢ社における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 45年４月上旬から昭和 47年３月下旬まで 

私は、昭和 45 年４月上旬から昭和 47 年３月下旬までＡ社のＣ支社に勤務し、

Ｂ社の商品の販売業務に従事していた。 

Ａ社からは定額の給与が、Ｂ社からは歩合給が支払われており、厚生年金保険

料（以下「保険料」という。）が控除されていたはずだが、いずれの事業所にお

いても厚生年金保険の被保険者記録が無いので、請求期間を被保険者期間として

記録し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者から提出されたＢ社が発行した請求者に係る「Ｂ社計算書」等の関係資料

によると、請求者は、請求期間の一部において同社の商品の販売業務を委託されて

いたＡ社のＣ市内に所在した営業所にセールスマンとして在籍していたことが確

認できる。 

しかしながら、事業所名簿検索システム及びオンライン記録により事業所名称検

索をしたが、Ａ社は請求期間において厚生年金保険の適用事業所であったことが確

認できない上、Ｄ法務局、同局Ｅ出張所及びＦ地方法務局は、いずれも同社に係る

商業登記は見当たらない旨回答していることから、同社が当時の厚生年金保険法に

定める適用事業所の要件を満たしていたかを確認することができない。 

また、Ａ社にセールスマンとして在籍し、その後にＢ社に事務員として勤務した

とする者に係るオンライン記録によると、Ｂ社における厚生年金保険の被保険者記

録は確認できるものの、Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

 



一方、事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、Ｂ社は請求期間にお

いて厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できるものの、同社で社会保険

事務を担当していたとする者は、販売会社に在籍していたセールスマンは全員個人

事業主扱いであり、同社との雇用関係はなく、厚生年金保険には誰も加入していな

い旨回答している上、前述の計算書によると、請求者に同社から支払われた報酬か

ら厚生年金保険料が控除されていたことは確認できない。 

また、請求期間当時にＢ社が発行した社内報の記事から当時セールスマンであっ

たと推認できる者が 29 人確認できるところ、同社の事業所別被保険者名簿を確認

したが、厚生年金保険の被保険者資格を取得した者の中に上記 29 人及び請求者の

氏名は見当たらず、整理番号に欠番も無い。 

さらに、請求期間当時のＢ社の事業主は既に死亡しており、同社が適用事業所で

はなくなった昭和 56 年７月当時の事業主に対して照会したが回答は得られず、請

求者の請求期間における勤務実態及び保険料の控除について確認することができ

ない。 

このほか、請求者の請求期間における保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者

が厚生年金保険の被保険者として請求期間に係る保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 


